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１．基本的な考え方 

（１）策定の背景及び趣旨 

  東三河広域連合（以下「広域連合」という。）は、令和２年１月に策定した第２期東三河

創生戦略（東三河人口ビジョン及び東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略）に基づき、

人口減少に歯止めをかけ、安心して暮らせる地域とするための施策を推進してきました。 

  しかしながら、出生数の減少や若者の流出は今もなお続いており、東三河地域の将来見

通しは厳しいものがあります。他方で、ＡＩなど革新的なデジタル技術の社会実装が急

速に進んでおり、地方行政も住民サービスの維持・向上を図るためデジタル化への一層

の対応が求められています。―――――――――――――――――――――――――― 

  そのような中、国は、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会とすることを目指

し、令和４年１２月に「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を新たに策定し、デジタル

技術の活用により地方創生をさらに加速化・深化させていくこととしました。これを受

け、県は令和５年１０月に「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略2023－2027（愛知県

人口問題対策プラン）」を策定し、各市町村においては、国や県の動向を踏まえ、それぞ

れ総合戦略の策定または改定を進めています。―――――――――――――――――― 

  広域連合としても、変わりゆく社会に適応し８市町村が一体となって共通の地域課題に

取り組むことがますます重要になっているとの考えから、第２期東三河まち・ひと・しご

と創生総合戦略の計画期間終了に合わせ、東三河の人口の現状分析を踏まえた「第３期

東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「本総合戦略」という。）を定め、持続可

能な東三河の地域づくりに資する施策を広域的かつ計画的に展開してまいります。―― 

 

（２）総合戦略の位置付け及び計画期間 

  本総合戦略は「まち・ひと・しごと創生法」に基づき策定するもので、国や県の総合戦略

を勘案しながら、構成市町村の総合戦略及び東三河県庁を中心に地域の産学官で推進す

る「東三河振興ビジョン」と整合性を保ち、相互に連携を図ることができるものとしま

す。――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  計画期間は、令和７年度から令和 11 年度（2025 年度から 2029 年度）までの５か年とし、

地方創生を取り巻く環境の変化や、施策の効果検証の結果等により、必要に応じて見直

しを行うものとします。―――――――――――――――――――――――――――― 
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２．目指すべき地域の将来像 

 

  東三河地域の人口は、国勢調査では平成 17 年（2005 年）を境に、人口減少に転じ、近年

はその傾向がさらに強くなっており、今後の人口減少、少子化・高齢化の進行により、地

域における担い手の確保、公共サービスの維持等の課題が顕在化することが懸念されま

す。――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  こうした中、地域住民に最も身近な市町村を広域連携とデジタルの力によりつなぎ合わ

せ、その魅力と活力を最大限発揮することで、東三河に住む全ての人が、将来に希望を持

ち、住み続けたいと感じられる地域を目指す必要があると考えます。―――――――― 

  そこで、広域連合の目指すべき地域の将来像を次のとおり定め、その実現に向けて東三

河８市町村（構成市町村）とともに、地域づくりに関わる様々な主体と連携しながら戦略

的に取り組むこととします。―――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○持続可能で住みよい東三河 

地域に人の流れを創り出すことで、東三河の新たな魅力と活力を創造するとと

もに、「東三河はひとつ」を合言葉に８市町村が手を携え、広域連携とデジタル技

術の活用によるシナジー効果を発揮し、将来にわたり輝き続ける地域づくりを進

めます。 

 目指すべき地域の将来像 
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３．基本目標と具体的な施策 

 

  目指すべき地域の将来像の実現に向けた基本目標と具体的な施策を次のとおり設定しま

す。――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

１．人の流れづくり 
 
◆施策１－１ 東三河住民の交流拡大 
◆施策１－２ 東三河の魅力発信 

２．若者の生業づくり 
 
◆施策２－１ 東三河就業の理解促進 
◆施策２－２ チャレンジの機会提供 

３．セーフティネットづくり 
 
◆施策３－１ 窓口業務等のデジタル化 
◆施策３－２ 介護人材の確保 

目指すべき地域の将来像 

持
続
可
能
で
住
み
よ
い
東
三
河 
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//// 方向性と目標 ////                               

 

地方創生に伴う自治体競争が激しさを増す中で、他との差別化を図り多くの人々に“選ば

れるまち”となるためには、自らの魅力向上の取組に加え、行政区域を超えたスケールメリ

ットによる付加価値の形成に努めることが有効です。――――――――――――――――― 

東三河は、山間部から沿岸部に及ぶ多様で豊かな自然に恵まれ、豊川流域の水を軸に一体

的に発展してきました。そして、世代を超え継承されてきた伝統文化、歴史的な建造物、美

味しい食べ物など、他に誇れる地域資源を数多く育んできました。しかし、これらは、住民

でさえ触れたことのないものや単独では訴求力が乏しいものもあり、十分にその良さが生か

されているとは言い難い状況にあります。このため、個々の地域資源を広域で取りまとめ効

果的に発信することで、東三河の魅力を高めるとともに、より多くの人々の利活用を促進し

地域全体の活性化を図る必要があります。―――――――――――――――――――――― 

そこで、多くの人が行き交い、新たな価値が生まれ循環する地域を目指して、地域資源を

生かした住民の交流拡大と東三河の魅力発信に取り組みます。         ――――

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 基準値（R5） 目標値（R11） 

東三河の観光入込客数 2,186 万人 2,400 万人 

 

基本目標１．人の流れづくり 

指標：愛知県観光レクリエーション利用者統計による値で、コロナ禍前 5 か年（H27～R1）の平均成長率（年平均

1.5％増加）を加味し目標としました。 
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//// 施策と主な事業 ////                            

◆施策１-１ 東三河住民の交流拡大 

 

○ 住民の東三河への理解を深めるとともに豊川流域の一体感の醸成を図るため、水や森林

に関わりを持つ様々な主体と連携しながら市町村界を越えた住民の交流を促進します。― 

 

 

 

 

≪具体的な事業≫ 

事業名 概 要 

豊川流域の交流促進事業― 東三河の中で豊川流域の水と森林が担う役割について、住民の理

解を促進するため、関係団体やＮＰＯと連携して水利用や森林保

全などをテーマとした学習や交流の機会を創出します。―――― 

山村都市交流拠点施設整備

事業―――――――――― 

設楽ダム近隣地に整備を予定する山村都市交流拠点施設につい

て、土地利用、導入機能、整備スケジュール等を明らかにした基

本計画等を策定します。―――――――――――――――――― 

ほの国こどもパスポート事

業――――――――――― 

児童生徒の東三河に対する愛着を育み住民交流の活性化を図る

ため、構成市町村とともに、子どもたちの東三河の公共施設等の

使用を無償化する「ほの国こどもパスポート事業」を推進します。 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（R5） 目標値（R11） 

公共施設の相互利用の割合 32.7％ 40.0％ 

指標：全ての利用者のうち居住地以外の施設でほの国こどもパスポートを使用した利用者の占める割合で、現状 

値の 2 割増を目標としました。 
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//// 施策と主な事業 ////                              

◆施策１-２ 東三河の魅力発信 

   

○ 多くの人々から関心を持たれ選ばれる東三河となるよう、東三河ＤＭＯとも連携し、地

域資源の磨き上げを図るとともに、地域の事業者の参加、協力を得ながら戦略的な情報発

信を行います。            ――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

≪具体的な事業≫ 

事業名 概 要 

東三河バリュー発信事業― 東三河の良好なイメージの形成を図るため、美しい自然、伝統文

化、鉄道など地域の持つ価値をデザイン思考※やデジタル活用な

ど新たな手法を取り入れながら、効果的に発信します。―――― 
東三河産品プロモーション

事業―――――――――― 

東三河ＤＭＯとも連携し、当地域ならではの付加価値の創出に向

け、地域の事業者のブランディングを支援するとともに、食や加

工品など複数の地域資源を取りまとめ、一体的に発信します。― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（R5） 目標値（R11） 

エンゲージメント・フォロワー数 2,117 人 4,400 人 
指標：公式インスタグラムの「エンゲージメント数（＝いいね数＋コメント数＋保存数）」を「リーチ数」で割った

値をエンゲージメント率（関心を持つ者の割合）と定義し、このエンゲージメント率に フォロワー数を乗じ

て算出する方法とし、現状値の２倍を目標としました。 

※ユーザーの視点に立って本質的なニーズを見つけ、課題解決に役立てる思考・手法 
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//// 方向性と目標 ////                            

 

東三河の人口動態は、長引く少子化・高齢化の影響で、全国と同様に死亡数が出生数を上

回る「自然減」の状態にあります。加えて、転出数が転入数を上回る「社会減」の状態にあ

り、特に近年は、20 代を中心とした若い層の名古屋圏や東京圏への転出超過の傾向が顕著に

なっています。これは就職等の進路選択が契機になっているものと考えています。―――― 

東三河は、農商工それぞれ生産力が強いバランスのとれた産業が形成されており、国内有

数の大手企業に加え市場で高いシェアを誇る中小企業など優れた事業者のほか、福祉、教育、

まちづくりなど公益目的の事業も各地で盛んに行われています。しかしながら、その多くは、

若者に対する知名度が低く事業の具体的なイメージも伝わりにくいため、若者の就職等の選

択肢になりにくいのが現状です。―――――――――――――――――――――――――― 

こうした状況を踏まえ、若い世代の地域への定着さらには将来の活躍を促すため、学生を

はじめ若者が東三河で働くことや事業を始めることについて具体的に考えることのできる機

会を提供します。――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 基準値（R6） 目標値（R11） 

若者（15〜29 歳）の割合 14.38% 14.72% 

 

基本目標２．若者の生業づくり 

指標：総務省統計局「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に算出したもので、過去の最大値を

上回ることを目標としました。 
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//// 施策と主な事業 ////                           

◆施策２-１ 東三河就業の理解促進 
   

○ 東三河で働くことを選択肢に持つ若者を地域につなぎとめるため、地域の教育機関や民

間団体と連携し、若者が東三河での就業について具体的に考え認識を得ることのできる機

会をつくるとともに、その成果を地域内外に発信します。―――――――――――――― 

 

 

 

 

≪具体的な事業≫ 

事業名 概 要 

学生向け地域就業促進事業 地域の大学や高校の協力を得て、東三河の学生を対象に地域の事

業所等で働く姿を実感することのできる機会を創出します。―― 

東三河での働き方発信事業 地域の経済団体、事業者と連携して東三河の企業への就職、就農・

就林、ソーシャルビジネス※などの様々な働き方やその魅力など

をとりまとめ、地域内外に発信します。―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 
（R5） 

目標値 
（R7〜R11） 

事業に参加した学生等の数 11 人 300 人 
指標：事業への参加者数の合計で、今後５年間の累計で 300 人まで増やすことを目標としました。 

※様々な社会問題や課題をビジネスの手法をもって解決することを目的とした活動 
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//// 施策と主な事業 ////                            

◆施策２-２ チャレンジの機会提供 

 

○ 新事業に意欲的な若者の東三河での活躍を促進するため、産学官連携の下で交流や共創

の機会を提供するとともに、その成果を地域内外に発信します。――――――――――― 

 

 

 

 

≪具体的な事業≫ 

事業名 概 要 

東三河ビジネスプランコン

テストの支援―――――― 

新たな事業の創出と担い手の発掘を図るため、産学官連携の下で

運営されている「東三河ビジネスプランコンテスト」を支援し東

三河地域内外の起業家や学生の参加を促進します。―――――― 

東三河スタートアップの支

援――――――――――― 

東三河における事業創出の取組を促進するため、「東三河スター

トアップ推進協議会」の活動を通した交流機会の提供など、意欲

ある若者を広域的に支援します。―――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 
（R5） 

目標値 
（R7〜R11） 

ビジネスプランコンテストの応募件数 138 件 750 件 
指標：ビジネスプランコンテストへの応募件数の合計で、今後５年間の累計で 750 件まで増やすことを目標としま

した。 
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//// 方向性と目標 ////                            

 

東三河が豊かで住みよい地域であり続けるには、安心な暮らしを支える身近な行政サービ

スが確保されている必要があります。東三河は、山間域から沿岸域まで区域が広く、特に広

域にわたり処理する行政事務については、時間的・空間的な制約を可能な限り小さくするた

めにも、ネットワークを中心としたデジタル技術の活用が欠かせません。―――――――― 

このため、広域連合の所掌する事務について、住民サービスの利便性を高めるとともに持

続可能なものとするため、窓口業務や事務処理のデジタル化を積極的に進めます。―――― 

また、高齢化が進行する中で東三河の介護保険者として、この地域の高齢者がいつまでも

健やかで安心して暮らせるように、介護を必要とする高齢者等に対して必要なサービスを適

切に提供することができるよう、広域的な観点から介護人材の安定的な確保に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 基準値（R5） 目標値（R11） 

行政事務のデジタル化 ３業務 8 業務 

 

基本目標３．セーフティネットづくり 

指標：新たにデジタル技術を導入した業務の数で、今後５年間で８業務まで増やすことを目標としました。 
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//// 施策と主な事業 ////                            

◆施策３-１ 窓口業務等のデジタル化 

 

○ 身近な場所で、さらには自宅に居ながらにして広域連合が提供する住民サービスを受け

ることができるよう、窓口業務等の電子化やオンライン化を推進します。――――――― 

 

 

 

 

≪具体的な事業≫ 

事業名 概 要 

消費生活相談体制の整備― 住民にとってより利便性の高い消費生活相談とするため、デジタ

ル相談ツール、ＩＣＴ等を活用した相談体制を構築します。―― 

一般旅券の発給申請事務の

処理―――――――――― 

パスポート発給申請者の利便性を高めるため、国の制度改正に合

わせて一般旅券発給のオンライン申請を実施します。――――― 

広域連合事務へのＩＣＴ等

導入―――――――――― 

介護保険事業や障害支援区分認定審査会など、広域連合の様々な

事務処理において、電子申請、Ｗｅｂ会議の活用を推進するほか、

ＡＩ導入、データ活用等による合理化を推進します。――――― 

広域連合ホームページの機

能拡充――――――――― 

多様化する住民ニーズに応えるとともに、ユニバーサルな情報発

信となるよう、外国人を含む広く住民との接点となる広域連合ホ

ームページ機能の拡充を図ります。――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（R5） 目標値（R11） 

ＩＣＴ等を活用した窓口課題の解決 ─ ４事例 

指標：ＩＣＴ等を導入することで窓口業務の課題解決につながる事例について、今後５年間で４事例まで増やすこ

とを目標としました。 
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//// 施策と主な事業 ////                           

◆施策３-２ 介護人材の確保 

 

○ 東三河における介護人材の確保を図るため、民間事業者のノウハウを活用した実地研修

等人材育成と直接雇用を促進します。――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

≪具体的な事業≫ 

事業名 概 要 

介護人材活用促進事業― 介護人材の雇用を創出するため、人材派遣等の民間ノウハウを活

用して介護職を希望する人材の確保や育成を図るとともに、事業

所等との人材マッチングを支援し直接雇用の機会を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 
（R5） 

目標値 
（R7〜R11） 

直接雇用者数 19 人 100 人 

指標：介護事業所が人材マッチングを通して直接雇用した職員の数で、今後５年間の累計で 100 人まで増やすこと

を目標としました。 
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４．総合戦略の推進 

（１）推進体制 

  本総合戦略は、広域連合長を本部長、副広域連合長を本部員とする「東三河まち・ひと・

しごと創生本部」において、産学官金労言の代表者などで構成する「東三河まち・ひと・

しごと創生総合戦略推進協議会」の意見等を踏まえながら、全体の進行管理を行います。 

  個々の施策については、東三河８市町村（構成市町村）と十分に連携し、各市町村の取組

をつなぎ相乗効果を図るという観点も持ちながら、より効果的かつ効率的に推進します。 

 

（２）継続的な改善 

  本総合戦略では５年間の取組に対する各基本目標に係る数値目標を設定するとともに、

それぞれの具体的な施策については毎年、重要業績評価指標（ＫＰＩ）を基本とした成果

の検証を行い、ＰＤＣＡを回すことで不断の改善に努めます。――――――――――― 

  成果の検証に際しては、「東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会」から意見

を伺い、次の改善策等への反映に努めます。――――――――――――――――――― 

 

（３）SDGs（持続可能な開発目標）との連動 

  ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは、2015 年に国連サミットが採択した

2016 年から 2030 年までの国際目標で、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現を目

指した国際社会全体の開発目標です。―――――――――――――――――――――― 

  本総合戦略は、「目指すべき地域の将来像」や「基本目標」、「具体的な施策」がＳＤＧｓ

の理念と重なるため、ＳＤＧｓの 17 の目標と各施策を関連付けながら全体を推進してい

きます。――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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【 資料編 】 

本総合戦略は、「東三河まち・ひと・しごと創生本部」が「東三河まち・ひと・しごと創生

総合戦略推進協議会」の意見を踏まえながら、広域連合議会「みらい広域委員会」に説明し

住民の「パブリックコメント」に付し策定したものです。――――――――――――――― 

 

（１）策定経過 

＊「創生本部」……「東三河まち・ひと・しごと創生本部」 

＊「推進協議会」……「東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会」 

 

 

年月日 策定組織 議会・住民 

令和６年 
４月 22 日 

第１回創生本部 
・第３期総合戦略策定までのス

ケジュール 
 

５月 28 日 

第１回推進協議会 
・第２期総合戦略の検証について 
・第３期総合戦略骨子（案）につ

いて 
・第３期総合戦略策定までのスケ

ジュール 

 

７月４日 

第２回創生本部 
・第２期総合戦略の検証について 
・第３期総合戦略骨子（案）につ

いて 

 

９月 25 日 
第２回推進協議会 
・第３期総合戦略（案）について 

 

10 月 11 日 
第３回創生本部 
・第３期総合戦略（案）について 

 

10 月 21 日  
広域連合議会みらい広域委員会 
・第３期総合戦略（案）について 

10 月 31 日 
～11 月 29 日 

 
パブリックコメント 
・第３期総合戦略（案）について 

令和７年 
１月９日 

第４回創生本部 
・第３期総合戦略（案）について 
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（２）要綱 

①東三河まち・ひと・しごと創生本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）の趣旨を踏まえ、今後の人口

減少に対応したまちづくりを進めるため、東三河まち・ひと・しごと創生本部（以下「創生

本部」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 創生本部は、次の事務を所掌する。 

（1）東三河人口ビジョンの策定に関すること。 

（2）東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 創生本部は、広域連合長、副広域連合長の職にある者をもって組織する。 

２ 創生本部に、本部長、副本部長を置く。 

３ 本部長は広域連合長をもって充て、副本部長は東三河広域連合長の職務代理者の順序を

定める規則（平成 27 年東三河広域連合規則第４号）第２条の規定による順位上位者をもっ

て充てる。 

４ 本部長は、創生本部の会務を総理する。 

５ 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。 

６ 本部長は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（会議） 

第４条 本部長は、必要に応じ創生本部を招集し、会議の議長となる。 

 

（庶務） 

第５条 創生本部の庶務は、総務部総務課において行う。 

 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年１１月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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②東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 東三河広域連合は、東三河人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）及び東三

河まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の策定及び推進に当たり、

広く関係者の意見を反映するため、東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の事務を所掌する。 

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関し関係者の意見を取りまとめること。 

(2) 総合戦略の効果検証に関すること。 

 

（委員の構成） 

第３条 協議会は、産業界、大学、行政機関、金融機関、労働団体、メディアの代表者等、広

域連合長が委嘱した者をもって組織する。 

２ 会長は、広域連合長が指名する者をもって充て、会務を総理する。 

 

（会議） 

第４条 会長は、必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。 

２ 委員は、事故その他やむを得ない事由により会議に出席できない場合は、あらかじめ会

長の承認を得て代理人を出席させることができる。 

 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、総務部総務課において行う。 

 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年 10 月 14 日から施行する。 
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東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会 委員名簿 

令和７年 11 月現在 

所属等 氏 名 

 愛知大学 教授 ◎菊地 裕幸 

 豊橋商工会議所 常務理事 加藤 智久 

 愛知県東三河総局 企画調整部長 伊藤 義剛 

 蒲郡信用金庫 副理事長 渡会 政彦 

 連合愛知豊橋地域協議会 代表 山本 貴士 

 中日新聞社豊橋総局 総局長 大橋 洋一郎 

 奥三河観光大使 岸  夏苗 

◎…会長                      （敬称略、順不同） 
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